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前田東公園・上新田公園多目的広場の 

土曜・日曜・祝日の利用方法について 

 
川口市建設部公園課 

   

ここに定めるルールは、多目的広場でスポーツ団体等がスポーツを行う場合のものです。 

 

１ 団体利用ができるスポーツ 

  （１）ソフトボール（大人の方でもご利用になれます。） 

  （２）少年野球 

  （３）少年サッカー 

  （４）ゲートボール、グラウンドゴルフ 

  （５）運動会等、危険性の少ないもの 

 

２ 利用時間 

利用月 時 間 区 分 （２時間１区分） 

４月～９月 

①  ８時００分～１０時００分 

② １０時００分～１２時００分 

③ １２時００分～１４時００分 

④ １４時００分～１６時００分 

⑤ １６時００分～１８時００分 

１０月～３月 

 ①  ８時３０分～１０時３０分 

 ② １０時３０分～１２時３０分 

 ③ １２時３０分～１４時３０分 

 ④ １４時３０分～１６時３０分 

  ※ 年末年始（１２月２９日から翌年１月３日まで）及びその他イベント等による占用があ

る場合は、申込みできません。 

 

３ 利用方法 

・事前に行為許可申請（利用団体登録）を行い、許可（年度利用）が必要となります。 

・許可（年度利用）後、月毎の利用申込みをすることができます。 

 

４ 行為許可申請（利用団体登録） 

【申請窓口】  川口市役所 鳩ヶ谷庁舎 ３階 建設部 公園課  

【受付時間】  月曜日～金曜日 （土・日・祝日、年末年始を除く） 

８時３０分～１７時１５分 
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【お問合せ先】 電話 ０４８（２４２）６３３７ 

【申請書類】  ①都市公園占用・行為許可申請書  ②利用登録団体の概要書 

           ※申請書類は、公園課窓口に備えてあります。 

【申請時の注意事項】 

・申請（利用団体登録）は、年度ごとに行ってください。 

・申請から許可までには、概ね１週間ほどかかりますのでご了承ください。 

・申請内容（代表者の氏名、住所、電話・ＦＡＸ番号など) に変更がありましたら、す

みやかに申請窓口までご連絡ください。 

【許可の取り消し】 

・許可条件に違反した場合は、川口市都市公園条例第３４条の規定により許可を取り消

しますのでご了承ください。 

 

５ 月毎の利用申込み 

    ・土曜・日曜・祝日の利用申込みの事務取扱いは、指定管理者が行います。 

 

【指定管理者】 公益財団法人川口市公園緑地公社（公園担当）  

住  所 川口市飯原町１４番１号   

【お問合せ先】 電  話 ０４８（２５６）２５１０  

８時３０分～１７時３０分 （年末年始を除く） 

ＦＡＸ  ０４８（２５４）３３６０ 

 

   【申込み受付】 

    ・土曜・日曜・祝日のご利用に関しては、利用希望者が多いことから、抽選会を実施し

ます。 

・抽選会は、川口市役所鳩ヶ谷庁舎内で行います。日時、会場等は別途お知らせしてお

りますので、お問い合わせください。 

     

   【制 限】 

    ・抽選会に参加できるのは１団体につき１名です。２名以上参加の場合は無効となりま

す。 

    ・抽選会に参加できるのは市内在住または在勤の方に限らせていただきます。 

・中学生以下の方は抽選に参加できません。 

    ・利用申込みができる区分（２時間で１区分）は、１団体に付き、２区分までとします。 

    ・原則として、抽選会終了まで途中退出はできません。途中退出する場合は、辞退した

ものとみなします。 

 

   【利用申込書の提出】 

    ・抽選会終了後、利用申込書を提出してください。利用申込書は必ず申込者本人が提出

してください。代理提出は認めません。 
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【抽選会終了後の申込み】 

 ・抽選会終了後に空きがある場合は、電話による先着順で受付いたします。（既に２区

分を申込済の場合は申込できません） 

 ・電話受付後、指定管理者が申込者に代わって利用申込書を記入し、確認のためファク

シミリにより利用申込書を送らせていただきます。利用申込書に記載の事項に誤りが

ないか必ず確認を行ってください。 

 ・日時に誤りがあった場合には速やかに連絡をお願いします。また、ファクシミリが届

かない場合も必ず連絡をお願いします。連絡がない場合は、送信したファクシミリが

正式な利用申込書となります。 

 ・ファクシミリでの受信ができない場合は、相談のうえ、その他の方法で確認いたしま

す。 

   

○その他 

・キャンセルの場合は、事前に連絡してください。 

・コンディション不良による利用の振り替えはありません。 

・用具等の貸出はありません。 

 

◎ このルールは、令和４年１月４日から適用します。 
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